　　　　　　　　　　事務連絡

平成３０年１月２２日
各指定障害福祉サービス等事業者　様
 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　東京都福祉保健局障害者施策推進部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域生活支援課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 施設サービス支援課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

共生型サービスについて
平素から東京都の障害福祉施策の推進にご協力いただき、ありがとうございます。

平成３０年１月１０日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「共生型サービスについて」により、共生型サービスに関する現時点の検討内容が示されましたので、別添のとおりお知らせいたします。

現時点の共生型サービスの具体的なイメージ等については、下記URLの平成30年度障害福祉サービス等報酬改定検討チームの資料に示されています。

共生型サービスに関する、より詳細な基準・報酬・指定の申請方法等については、現在厚生労働省において検討されているところですが、具体的な事項が示されましたら、別途お知らせいたしますので、ご了知のほどお願いいたします。
記

○　第８回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000176729.pdf
○　第16回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000187125.pdf

担当：東京都福祉保健局障害者施策推進部


【共生型居宅介護・共生型重度訪問介護について】


地域生活支援課　在宅支援担当　


電話　03-5320-4325　　FAX　03-5388-1408


【共生型短期入所について】


　地域生活支援課　居住支援担当　　　　　


電話　03-5320-4151　　FAX　03-5388-1408


【共生型生活介護・共生型自立訓練（機能訓練・生活訓練）について】


施設サービス支援課　障害者支援施設担当　　


電話　03-5320-4156　　FAX　03-5388-1407








